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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年８月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１月２５日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県うるま市津
つ

堅
けん

島東方沖 

 津堅島灯台から真方位０９９°１７.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２６°１２.１８′ 東経１２８°１５.５８′） 

事故調査の経過 平成２７年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 明彦
めいげん

丸、４９８トン 

     １４００８８、株式会社三起海運 

     ６８.７０ｍ×１３.２０ｍ×７.２５ｍ、鋼 

     ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１６年１０月  

Ｂ 漁船 和歌
わ か

丸、３.１４トン    

   ＯＮ３－０９７０６（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.１０ｍ（Lr）×１.９７ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１４７.１０kＷ、昭和５７年３月５日 

 第２９６－１６７８１号（船舶検査済票の番号）          

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳     

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年１１月１７日 

   免 状 交 付 年 月 日  平成２５年２月２７日 

     免状有効期間満了日 平成３０年５月２３日      

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５２年４月１５日 

    免許証交付日 平成２４年９月１８日 

           （平成２９年１２月１０日まで有効）   

 死傷者等 なし  

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直につ

き、法定灯火を表示し、１２Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、津
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堅島東方沖を沖縄県中城
なかぐすく

湾港新港地区に向けて針路を真方位約２７

０°、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操

舵により航行した。 

船長Ａは、Ａ船の左舷船首１５°６Ｍ付近にＢ船の黄色回転灯を認

め、その動静を観察していたところ、次第にＢ船と接近するので、Ａ

船の存在を知らせようとして左舷操舵室近くの海面を投光器で照らす

操作をするうちに、黄色回転灯を見失った。 

船長Ａは、レーダーでＢ船との距離を確認したところ、約１Ｍであ

り、投光器で左舷操舵室近くの海面を照らしていたので、Ｂ船がＡ船

に気付いて避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 

船長Ａは、Ｂ船との距離が約０.５Ｍとなった頃、衝突の危険を感

じ、汽笛を鳴らそうとして押しボタンを探したが、慌てていたので、

押しボタンを見付けられず、自動操舵から手動操舵に切り換えて右舵

一杯を取った。 

Ａ船は、右転中、平成２７年１月２５日０６時１０分ごろ、津堅島

東方沖において、その左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故発生の通報を行った後、付近で操業

していた２隻の漁船に接近して衝突の痕跡を調べたところ、Ｂ船の船

首部に損傷を認めた。 

Ａ船は、到着した巡視艇からの指示で中城湾港新港地区に向かっ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、沖縄県金武
き ん

湾港金武地区を出港

して津堅島東方沖約１７Ｍの漁場に到着し、旗流しそでいか漁を行

い、２４日２２時００分ごろ操業を終えて漂泊を始めた。 

Ｂ船は、２５日未明、津堅島東方沖を前日に操業した場所へ向け

て、白色全周灯及び黄色回転灯をそれぞれ１個表示して発進し、６Ｍ

レンジとしたレーダーを作動させ、約６kn の速力で自動操舵により東

北東進した。 

船長Ｂは、眠気を催したが、操舵室の両舷に渡した板に座って操舵

に当たり、居眠りに陥った。 

船長Ｂは、衝撃を受けて目が覚め、船体の状況を確認したところ、

船首部に損傷を認めたが、大したことはないと思い、そのまま航行を

続け、予定の操業場所でそでいか漁を始めた。 

船長Ｂは、操業中、巡視艇乗組員による調査を受け、その後も操業

を続けていたが、１７時００分ごろ船首部の破損箇所から浸水してい

ることに気付き、ビルジポンプにより排水を試みたが、同ポンプは作

動するものの、排水することができずに浸水量が増加したので、帰港

することとし、２１時００分ごろ前部が水没しかけた状態で金武湾港

金武地区に入港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 
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気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ  

日出時刻：０７時１５分 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ｂ船が左舷方の暗がりから投光器の灯火の中に現れて衝

突したのを見た。 

船長Ａは、Ｂ船の船首部に損傷を認めた際、船長Ｂが操舵室の中で

たばこを吸っているのが見えた。 

 船長Ｂは、２４日に操業を終えて漂泊を始める際、両色灯を消灯

し、２５日に航行を始める際、表示することを忘れた。 

 船長Ｂは、入港後、ビルジポンプで排水ができなかったのは、同ポ

ンプに接続したホースに亀裂があったからだと知った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、津堅島東方沖を西進中、単独で船橋当直中の船長Ａが、左

舷方から接近するＢ船を認めた際、投光器で左舷操舵室近くの海面を

照らしたので、Ｂ船がＡ船に気付いて避けるものと思い、見張りを適

切に行っていなかったことから、Ｂ船の方位が変わらずに接近してい

ることを気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、津堅島東方沖を東北東進中、船長Ｂが操舵室の両舷に渡し

た板に座っていたところ、居眠りに陥ったことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。  

 Ｂ船は、両色灯を表示せず、本事故時、白色全周灯及び黄色回転灯

を表示していたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、津堅島東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が東

北東進中、船長Ａが、投光器で左舷操舵室近くの海面を照らしたの

で、Ｂ船がＡ船に気付いて避けるものと思い、見張りを適切に行わ

ず、また、船長Ｂが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、体を動かしたりするなどして

眠気を払うこと。 

・日没から日出までは法定灯火を表示すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津堅島 

事故発生場所 

（平成２７年１月２５日 

０６時１０分ごろ発生） 
中城湾港新港地区 

金武湾港金武地区 


